
北区選挙管理委員会告示第１９号 

 公職選挙法第２２条第１項の規定により選挙人名簿の登録を行う平成２

２年３月２日において，次のとおり選挙人名簿の調製方法を変更します。 

  平成２２年２月２６日 

北区選挙管理委員会    

委員長 加 地 貞 夫   

 

１ 選挙人名簿調製方法変更日 

  平成２２年３月２日 

２ 選挙人名簿調製方法 

  磁気ディスクをもって調製 

 

（北区選挙管理委員会事務局）   


